
期間業務職員制度の概要

これまでの日々雇用の仕組みを廃止し、非常勤職員として会計年度内に限って、臨時的に置かれる官職に就けるた
めに任用される期間業務職員の制度を新設

平成21年の勧告時報告で表明した日々雇用の非常勤職員の任用・勤務形態の見直しについて、政府の関係部局と連携
して検討

→

人事院規則等：平成22年８月10日に公布し、10月１日に施行（経過措置あり）

局長通知：令和６年６月28日に一部改正し、同日に施行

相当の期間任用される職員を就けるべき官職以外の官職である非常勤官職であって、１会計年度内に限って臨時的に置かれ
るもの（短時間勤務の官職その他人事院が定める官職（注）を除く。）に就けるために任用される職員

（注）「人事院が定める官職」とは、その官職を占める職員の１週間当たりの勤務時間が、勤務時間法第５条第１項に規定する勤務時間
の４分の３を超えない時間であるものである。

１.定義
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令和５年の勧告時報告で表明した非常勤職員制度の運用の在り方について、各府省の実態等を把握しつつ検討

→

制度の導入

制度の見直し

公募によらない再採用の上限回数を連続２回までとするよう努めることとする記載が、いわゆる「公募３年要件」
と認識され、その「３年」があたかも任期のように扱われ、期間業務職員としての高い適性を有する人材が３年を
区切りに公務外に流出するなどの弊害が生じていたこと等に鑑み、それぞれの人材確保の実情に応じた方法で柔軟
に採用を行うことを可能とするよう、公募によらない再採用の上限回数に係る局長通知の記載を削除



①期間業務職員の任期

期間業務職員を採用する場合は、当該採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で任期を定めるものと
する。

②任期の更新

任命権者は、特別の事情により期間業務職員をその任期満了後も引き続き期間業務職員の職務に従事させる必要が生じた場
合には、会計年度の末日までの期間の範囲内において、その任期を更新することができる。

③任期を定めるに当たっての配慮義務

任命権者は、期間業務職員の採用又は任期の更新に当たっては、業務の遂行に必要かつ十分な任期を定めるものとし、必要
以上に短い任期を定めることにより、採用又は任期の更新を反復して行うことのないよう配慮しなければならない。

④任期の明示

期間業務職員を採用する場合及び任期を更新する場合は、当該職員にその任期を明示しなければならない。

３.任期
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①公募

任命権者は、期間業務職員の採用に当たっては、インターネットの利用、公共職業安定所への求人の申込み等による告知を
行い、できる限り広く募集を行うものとする。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

ア 官職に必要とされる知識、経験、技能等の内容、官署の所在地が離島その他のへき地である等の勤務環境、任期、採用の

緊急性等の事情から公募により難い場合

イ 能力の実証を面接及び期間業務職員としての従前の勤務実績に基づき行うことができる場合であって公募による

必要がないときとして人事院が定めるとき（※）

②能力の実証

期間業務職員の採用は、面接及び経歴評定その他の適宜の方法による能力の実証を経て行うことができる。

２.採用

（※）令和６年６月28日に局長通知を一部改正（同日施行）し、公募によらない再採用の上限回数に係る記載を削除



①期間業務職員であることの明記

期間業務職員の採用等により人事異動通知書を交付する場合は、期間業務職員であることを人事異動通知書に明記するもの
とする。

②任期の更新を伴う場合の通知書の交付

職員を転任、配置換等した場合で任期の更新を伴う場合は、人事異動通知書の交付を省略できないものとする。

５.人事異動通知書

（注）分限、懲戒、倫理、災害補償など各人事制度が原則適用。
退職手当や共済制度についても、各制度の要件を満たす場合には、適用。
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①期間業務職員の条件付採用

１月を超える任期を定めた期間業務職員の採用は、その採用の日から起算して１月間条件付のものとし、その間その職務を
良好な成績で遂行したときは、その期間の終了前に任命権者が別段の措置をしない限り、その期間が終了した日の翌日におい
て、当該期間業務職員の採用は正式のものとなる。

②条件付採用期間の継続

条件付採用期間中の期間業務職員を他の官職に任命した場合においては、新たに条件付任用期間が開始する場合を除き、そ
の条件付採用期間が引き続くものとする。

③条件付採用期間の延長

条件付採用期間の開始後１月間において実際に勤務した日数が15日に満たない期間業務職員については、その日数が15日に
達するまで条件付採用期間は引き続くものとする。ただし、条件付採用期間は、当該職員の任期を超えないものとする。

４.条件付採用期間


